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入札説明書等の修正 新旧対照表 

 

入札説明書の修正（新旧対照表） 

平成 23年 4月 5日に公表した『鶴ヶ島市学校給食センター更新施設（仮称）整備運営事業』の入札説明書を次のとおり

修正する。 

通番 頁 項 目  修正前（４月５日公表） 修正後（７月 12日公表） 

1 6 第 4．１．１）．③ 
構成員：SPC から直接業務の受託・請

負をし、かつ SPCに出資する企業 

構成企業：SPC から直接業務の受託・

請負をし、かつ SPCに出資する企業 

2 7 第 4．1．2) ．(1) ．③ 
平成 14年度以降に、1,500㎡以上の 平成 14 年度以降に、延べ面積 1,500

㎡以上の 

3 7 第 4．1．2) ．(2) ．③ 
平成 14年度以降に、1,500㎡以上の 平成 14 年度以降に、延べ面積 1,500

㎡以上の 

4 8 第 4．1．2) ．(3) ．④ 
平成 14年度以降に、1,500㎡以上の 平成 14 年度以降に、延べ面積 1,500

㎡以上の 

5 13 第 4．3 
９）入札説明書等に関する質問・意見

（第 2回）に対する受付 

７）入札説明書等に関する質問・意見

（第 2回）に対する受付 

6 13 第 4．3 
10）入札説明書等に関する質問・意見

（第 2回）に対する回答 

８）入札説明書等に関する質問・意見

（第 2回）に対する回答 

7 14 第 4．3 11）入札書及び提案書の受付 ９）入札書及び提案書の受付 

8 14 第 4．3 12）入札及び開札 10）入札及び開札 

9 15 第 4．3 13）その他 11）その他 

10 28 第 8．2 
落札者が事業契約を締結しない場合

は、 

SPCが事業契約を締結しない場合は、 

 

  



要求水準書の修正（新旧対照表） 

平成 23年 4月 5日に公表した『鶴ヶ島市学校給食センター更新施設（仮称）整備運営事業』の要求水準書を次のとおり

修正する。 

通番 頁 項 目 修正前（４月５日公表） 修正後（７月 12日公表） 

1 14 第 2．2．1）．（2）．③ 「安心・安全な学校づくり交付金」 国等からの交付金 

2 85 第 5．3．1）．（1）．① 
学校給食衛生管理基準による衛生管

理責任者を置き、 

衛生管理責任者を置き、 

 

  



落札者決定基準の修正（新旧対照表） 

平成 23年 4月 5日に公表した『鶴ヶ島市学校給食センター更新施設（仮称）整備運営事業』の落札者決定基準を次のと

おり修正する。 

通番 頁 項 目 修正前（４月５日公表） 修正後（７月 12日公表） 

1 7 

第 6．2 

１ 施設計画の方針・ 

全体配置 

様式 4-1 様式 4-1 

様式 8-1～様式 8-13 

2 7 

第 6．2 

２ 機能性及び衛生水

準の確保 

様式 4-2 様式 4-2 

様式 8-1～様式 8-13 

3 7 
第 6．2 

３ 設備計画 

様式 4-3 様式 4-3 

様式 8-1～様式 8-13 

4 7 
第 6．2 

４ 調理設備・備品等 

様式 4-4 様式 4-4 

様式 8-1～様式 8-13 

5 8 

第 6．2 

５ 防災、環境及びライ

フサイクルコストへの

配慮 

様式 4-5 様式 4-5 

様式 8-1～様式 8-13 

6 8 

第 6．2 

６ 周辺の環境・景観へ

の配慮 

様式 4-6 様式 4-6 

様式 8-1～様式 8-13 

 



様式集修正版の修正（新旧対照表） 

平成 23 年 5 月 20 日に公表した『鶴ヶ島市学校給食センター更新施設（仮称）整備運営事業』の様式集修正版を次のと

おり修正する。 

通番 頁 項 目 修正前（５月 20日公表） 修正後（７月 12日公表） 

1  
提出書類チェックリスト

（様式 7-3） 
枚数 ３ 枚数 ２ 

2  
提出書類チェックリスト

（様式 7-4） 
規格Ａ４横 枚数 ２ 規格Ａ４縦 枚数 ３ 

3  
提出書類チェックリスト

（様式 7-6） 
規格 Ａ３横 規格 Ａ４縦 

4 20 
（様式 3-5） 

入札価格計算書 
（単位：千円） （単位：円） 

5 58 
（様式 7-14） 

関心表明書 
（なし） 

※体裁、文面等は本様式と異なってい

ても（任意様式）可とする。 

 

  



基本協定書（案）の修正（新旧対照表） 

平成 23年 4月 5日に公表した『鶴ヶ島市学校給食センター更新施設（仮称）整備運営事業』の基本協定書（案）を次の

とおり修正する。 

通番 頁 項 目 修正前（４月５日公表） 修正後（７月 12日公表） 

1 3 
第 8条．第 1項 乙のいずれかに契約の締結及び履行

に関し 

乙のいずれかに事業契約の締結及び

履行に関し 

2 3 

第 8条．第 2項 ２ 契約の履行遅滞があったときは、

遅延日数に応じ、契約金額に年 3.3パ

ーセントの割合を乗じて計算した金

額を違約金として、乙は連帯して負担

するものとする。 

（削除） 

3 4 
第 8条．第 3項 ３ 第一項の違約金の定めは損害賠

償額の予定ではなく、第一項各号の 

２ 前項の違約金の定めは損害賠償

額の予定ではなく、前項各号の 

4 6  （構成員） （構成企業） 

 

  



事業契約書（案）の修正（新旧対照表） 

平成 23年 4月 5日に公表した『鶴ヶ島市学校給食センター更新施設（仮称）整備運営事業』の事業契約書（案）を次の

とおり修正する。 

通

番 
頁 項 目 修正前（４月５日公表） 修正後（７月 12日公表） 

1 2 第 1条．(27) 
受注者としての構成員及び協力企業となっ

ている者を総称して、 

受注者としての構成員となってい

る者を総称して、 

2 4 第 6条．第 4項 

４ 前二項の規定にもかかわらず、本契約、

入札説明書等及び提案書の各書類間におい

て齟齬がある場合には、作成又は締結の日

付が後のものが優先するものとする。 

（削除） 

3 4 第 7条．第 2項 

サービス対価総額のうち施設整備費相当額

の１００分の１０以上としなければならな

い。 

施設整備に係るサービス対価相当

額の１００分の１０以上としなけ

ればならない。 

4 5 第 7条．第 4項 

４ 前二項の定める契約保証金の算出の基

準とされたサービス対価総額の変更があっ

た場合には、保証の額が変更後のサービス対

価のうち施設整備費相当額の１００分の１

０に達するまで、 

４ 前二項の定める契約保証金の

算出の基準とされた施設整備に係

るサービス対価相当額の変更があ

った場合には、保証の額が変更後の

施設整備に係るサービス対価相当

額の１００分の１０に達するまで、 

5 5 第 7条．第 6項 整備期間満了後において 引渡日以後において 

6 5 第 7条．第 7項 
前項の規定にかかわらず、受注者は、 前項の規定にかかわらず、発注者

は、 

7 9 第 18条．第 1項 

設計業務の一部を次に掲げる者（以下「構成

員等」という。）以外の第三者に委託し、

又は請け負わせることができる。 

（１） ●●●株式会社 

（２） ●●●株式会社 

設計業務の一部を構成員以外の第

三者に委託し、又は請け負わせるこ

とができる。 

8 10 第 21条．第 1項 
工事の一部を構成員等以外の第三者に委託

し、 

工事の一部を構成員以外の第三者

に委託し、 

9 10 第 21条．第 3項 

工事に関して受注者が使用する構成員等そ

の他の第三者の責に帰すべき事由は、 

工事に関して受注者が使用する構

成員及びその他の第三者の責に帰

すべき事由は、 

10 10 第 21条．第 4項 

工事に関して受注者が使用する構成企業等

が工事を一括して第三者に委託し、 

工事に関して受注者が使用する構

成員が工事を一括して第三者に委

託し、 

11 10 第 22条．第 3項 受注者は、工事期間中、 受注者は、建設期間中、 



12 12 第 26条．第 1項 

受注者の責に帰すことができない事由によ

り引渡予定日に本施設を発注者に引き渡す

ことができないと認めるときは、 

受注者の責に帰すことができない

事由により設計着手予定日又は工

事着手予定日に設計又は工事に着

手することができないと認めると

きは、 

13 13 第 31条．第 1項 

天災等（要求水準書で水準を定めたものにあ

っては、当該水準を超えるものに限る。）で

発注者及び受注者双方の責に帰すことがで

きないもの（以下「不可抗力」という。）に

より、 

不可抗力により、 

14 18 第 44条．第 6項 受注者の提供された給食 受注者が提供した給食 

15 18 第 44条．第 6項 
当該損害については全て事業者がこれを賠

償するものとし、 

当該損害については全て受注者が

これを賠償するものとし、 

16 18 第 44条．第 6項 
市の請求によりこれを補償しなければなら

ない。 

発注者の請求によりこれを補償し

なければならない。 

17 20 第 45条．第 3項 

正確な情報伝達・指示がなされていたにも関

わらず、アレルギー対応食の調理段階での過

誤、配送の誤り等によって生じた事故につい

ては、 

正確な情報伝達・指示がなされてい

たにも拘わらず、アレルギー対応食

の調理段階での受注者による過誤、

配送の誤り等によって生じた事故

については、 

18 22 第 51条．（3） 
（ただし、施設整備費にかかるものは除く。） （ただし、施設整備及び開業準備に

かかるものは除く。） 

19 23 第 58条．第 1項 

（本施設の引き渡し予定日の２金融機関営

業日前、金融機関の営業日でない場合にはそ

の前営業日） 

（本施設の引き渡し予定日の２金

融機関営業日前） 

20 25 第 61条．第 2項．（1） 
第３４条第５項に規定する完成確認書 第３３条第５項に規定する完成確

認書 

21 25 第 61条．第 2項．（2） 
第３４条第５項に規定する完成確認書 第３３条第５項に規定する完成確

認書 

22 42 別紙 9．1．（1）．② 

割賦料は、受注者が行う施設整備業務及び開

業準備業務のサービス対価として、 

割賦料は、受注者が行う施設整備及

び開業準備に係るサービス対価と

して、 

23 43 別紙 9．2．(1) ． ③ 

発注者から受注者へのモニタリングの結果

の通知の後、業務報告書の提出を受け、発注

者は受領後１０日以内に業務の履行を確認

し、 

発注者は、受注者が作成したモニタ

リングの結果を記載した業務報告

書の受領後１０日以内に業務の履

行を確認し、 

24 43 別紙 9．2．(2) ． ① 
更食数がプラス２００食を超える場合は、 変更食数がプラス２００食を超え

る場合は、 



     

25 49 別紙 10．2．(4) ． ② 
支払未了の施設整備費等の支払を留保する

ことができる。 

支払未了の施設整備費の支払を留

保することができる。 

26 50 
別紙 10．5 

レベル３ 

受注者の責めに帰すべき事由により、指定時

間内に給食を提供できなかった場合 

受注者の責めに帰すべき事由により、給食を

一部提供できなかった場合 

受注者の責めに帰すべき事由により、一部の

児童生徒等に給食を提供できなかった場合 

受注者の責めに帰すべき事由によ

り、指定時間内に給食を提供できな

かった場合 

受注者の責めに帰すべき事由によ

り、給食を一部提供できなかった場

合（献立の一部欠品・数量不足等） 

27 53 別紙 11．1．(2) 又は第５項に準用される 又は（４）に準用される 

28 53 別紙 11．1．(5) 

上記（１）の規定に拘らず、本施設の建設進

捗程度から見て事業用地の原状回復が社会

通念上合理的であると認められる場合、発注

者は、受注者に対し、 

上記（1）の規定に拘らず、第 65条

の規定に該当すると認められる場

合、発注者は、受注者に対し、 

29 54 別紙 11．2．(4) 
本施設の施設整備業務及び開業準備業務の

対価を 

本施設の施設整備及び開業準備に

係るサービス対価を 

30 55 別紙 12．2．(1) 

（なし） ２ 開業準備期間中の保険 

（1）第三者賠償責任保険（類似の

機能を有する保険、共済等を含む） 

保険の対象：開業準備業務に伴い第

三者に与えた損害について法律上

の賠償責任を負担することにより

被る損害 

補償限度額：対人：1名当たり 1億

円、1事故当たり 10億円以上 

対物：1事故当たり 1億円以上 

保険期間：建設期間終了日翌日から

維持管理・運営期間の開始日の前日

まで 

被保険者：受注者、下請け業者を含

む業務実務者、市 

31 55 別紙 12 
２ 維持管理・運営期間等における保険 ３ 維持管理・運営期間等における

保険 

32 56 別紙 12．2．（1） 

※ 上記以外は受注者の提案による。 

（上記以外の想定例） 

①生産物賠償保険 

②普通火災保険 

③総合賠償責任保険（食中毒、異物混入、

※ 上記以外は受注者の提案によ

る。 

（上記以外の想定例） 

①生産物賠償保険 

②総合賠償責任保険（食中毒、



アレルギー発症含む） 

④企業費用利益総合保険 

⑤調理設備に係る保険 

異物混入、アレルギー発症含

む） 

③企業費用利益総合保険 

④調理設備に係る保険 

33 56 別紙 12．2．（2） 
保険の対象：受注者が設置する本施設の

火災等による損害 

保険の対象：本施設の火災等に

よる損害 

 


